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(
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四
六
四

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢(

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
が
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員

で
あ
る
と
き
は
、
三)｣

を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
が
第
三
十
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
と
き
は
、

人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条

削
除

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中

｢

特
定
職
員
の｣

を
削
り
、
同
条
第
一
項
中

｢

前
条
に
規
定
す
る
職
員

(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て｢

特
定
職
員｣

と
い
う
。)｣

を｢

職
員｣

に
、｢

よ
る｣

を｢

よ

り｣
に
、｢
特
定
職
員
の｣

を｢

職
員
の｣

に
、｢

特
定
職
員
昇
給
号
給
数
表｣

を｢

昇
給
号
給
数
表｣

に
、｢

特
定
職
員
は｣

を｢

職
員
は｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

特
定
職
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中｢
特
定
職
員
の｣

を｢

職
員
の｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

特
定
職
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
、｢

前
項
第
五
号
に｣

の
下
に｢

掲
げ
る
職
員
に｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中｢

特
定
職
員｣

を｢

職
員(

第
三
十
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
限
る
。)｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

し
た
場
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合
に
昇
給
区
分
が
Ｄ
又
は
Ｅ
と
な
る
特
定
職
員｣

を｢

な
る
職
員｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

特
定

職
員｣
を

｢

職
員｣

に
、｢

概
ね｣

を

｢

お
お
む
ね｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

特
定
職
員｣

を

｢

職
員｣
に
、｢

又
は
号
給｣

を｢

又
は
当
該
号
給｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中｢

特
定

職
員｣

を｢
職
員｣

に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
七
条
第
一
項
中｢
第
六
条
第
五
項｣

を｢

第
六
条
第
五
項
第
一
号｣

に
、｢

同
項｣

を｢

同

号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢
第
六
条
第
五
項｣

の
下
に｢(

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)｣

を

加
え
、｢

同
項｣

を｢

同
号｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
等)

第
三
十
七
条
の
二

条
例
第
六
条
第
五
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
地

位
に
あ
る
職
員
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。

一

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の

二

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
る
も
の

三

教
育
職
給
料
表
一�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
も
の

四

教
育
職
給
料
表
四�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
以
上
で
あ
る
も
の

五

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
も
の

六

医
療
職
給
料
表
一�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の

別
表
第
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
７
の
２
(第
35条
関
係
)

イ
行
政
職
給
料
表
７
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
給
数
表

備
考１
こ
の
表
は
､
第
37条
の
２
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
適
用
す
る
｡

２
こ
の
表
に
定
め
る
上
段
の
号
給
数
は
条
例
第
６
条
第
５
項
(第
１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
｡)

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
に
､
下
段
の
号
給
数
は
同
項
(同
号
に
係
る
部
分

に
限
る
｡)
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
適
用
す
る
｡

ロ
行
政
職
給
料
表
８
級
以
上
職
員
等
昇
給
号
給
数
表

備
考
こ
の
表
は
､
第
37条
の
２
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
適
用
す
る
｡

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

昇
給
の
号
給
数
等
の
特
例)

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤

務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
を
さ
せ
る
場
合
の
号
給
数
は
、
当
分
の
間
、
次
項
に
規
定
す
る

基
準
号
給
数
に
相
当
す
る
号
給
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
号
給
数
が
零
と
な
る
職
員

及
び
次
に
掲
げ
る
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。

一

条
例
第
六
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員(

次
項
に
お
い
て｢

昇
給
号
給
数
抑
制
職
員｣

と
い

う
。)

で
次
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

二

次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
任
命
権
者
が
昇
給
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
も
の

３

職
員
の
基
準
号
給
数(

そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
定
め
る
基
準
と
な
る
号
給
数
を
い
う
。)

は
、
新
規
則
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
給
数
と
す
る
。

一

勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
職
員

五
号
給
以
上(

昇
給
号
給
数
抑
制
職
員
に
あ
っ
て
は
、

一
号
給
以
上)

二

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
職
員

四
号
給

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
職
員

三
号
給
以
下

４

人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
っ
て
毎
年
一
月
一
日(

以
下｢

昇
給
日｣

と
い
う
。)

前
一
年
間(

当
該
期
間
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
職
員

と
な
っ
た
日
か
ら
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の
期
間)

の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
の
日
数
以
上
の
日

数
を
勤
務
し
て
い
な
い
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

と
み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

前
年
の
昇
給
日
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
職
員
又
は
同
日
後
に
新
規
則
第
二
十
二
条
第
三
項
、
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昇
給
の
号
給
数

昇
給
区
分

２
以
上

８
以
上

Ａ

１ ６ Ｂ

０ ４ Ｃ

０ ２ Ｄ

０ ０ Ｅ

昇
給
の
号
給
数

昇
給
区
分

２ Ａ

１ Ｂ

０ Ｃ

０ Ｄ

０ Ｅ



第
二
十
五
条
第
二
項(

新
規
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

若
し
く
は
第
四

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
数
に
相
当
す
る
数
に
、
そ
の
者
の
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
又
は

当
該
号
給
を
決
定
さ
れ
た
日
か
ら
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
月
数(

一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数)

を
十
二
月
で
除
し
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数(

一
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数)

に
相
当
す
る
号
給
数(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ

て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
数)

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る

号
給
数
が
零
と
な
る
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。

６

第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
給
数
が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級
の

最
高
の
号
給
の
号
数
か
ら
昇
給
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給(

当
該
昇
給
日
に
お
い
て

職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
又
は
新
規
則
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、

当
該
異
動
後
の
号
給)

の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
職
員

の
昇
給
の
号
給
数
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
当
す
る
号
給
数
と
す
る
。

７

一
の
昇
給
日
に
お
い
て
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
の
合

計
は
、
職
員
の
定
員
等
を
考
慮
し
て
各
任
命
権
者
ご
と
に
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
数
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。

(

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

８

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県

人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
中｢

当
分
の
間｣

を｢

切
替
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は｣

に
改

め
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

上
白
金

真

砂
線

路
線
名

岐

阜

美

濃
線

路
線
名

岐
阜
市
芥
見
町
屋
一
丁
目
一

二
番
地
先
か
ら

同

市�
園
一
丁
目
九
四
番

三
地
先
ま
で

区

間

岐
阜
市
向
加
野
一
丁
目
一
四

七
番
地
先
か
ら

同

市
同

一
六

二
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考



○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
七
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
・
農
道
整
備)

地
区
名

郡
上
八
幡
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
か
ら

令
和
七
年
十
一
月
十
三
日
ま
で

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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公

示

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
四
一

号
の
二

令
和

七
・

六
・
一
七

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
三
九
号
の
六

令
和

七
・

八
・
一
九

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
三

七
号
の
一
一

令
和

七
・

四
・
二
三

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
一
丁
目
七
番
一

瑞
穂
市
牛
牧
字
細
道
一
〇
六
七
番
三
の
一
部
及
び
一
〇
六
八
番
一
の
一

部 開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

岐
阜
県
関
市
栄
町
五
丁
目
一
七
番
地
一

株
式
会
社
フ
ク
タ
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

福

田

博

光

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
八
丁
目
八
二
番
地

大
丸
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

臼

井

泉

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

� � � �
� � � �令

和
七
年
十
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


